
～６月は土砂災害防止月間です～

寒河江川砂防出張所

国土交通省と都道府県では、防災・減災の取組の一環として、梅雨や台風の事期を迎えるにあたり、国民一人ひとりが

土砂災害の防止及び被害の軽減の重要性について認識し、理解が深められるよう、毎年６月を「土砂災害防止月間」とし

て定め、様々な取組を実施しています。

その取組の一環として、寒河江川砂防出張所では「安全利用点検」「土砂災害危険箇所合同点検」を行いました。今回の

改善点や意見などをふまえ、今後も安全な施設の利用、被害の軽減に努めていきます。

～西川町管内図～

安全利用点検は、特に水辺利用の
多くなる夏休み前に、危険な場所が
ないかを点検します。不具合があっ
た箇所については、危険告知の応急
処置をし、後日修繕を行います。

６／１３ （水）

柵の根元が腐食し、
ぐらぐらしていて
危険！

応急処置として、柵に触れ
ないよう「キケン･注意」の
テープを設置しました

土砂災害の危険が
ある箇所がないか、
実際に歩いて確認
しました。

６/１３ （水）

点検箇所:稲荷沢・志津

６/６ （水）

点検箇所:大井沢･沼山･入間

融雪期に地すべ
りの移動量が大
きくなる傾向に
あり、特に注意
が必要だと思い
ます

避難箇所に至る
までに危険箇所
を通る必要があ
るため、地元住
民への周知が必
要ですね

西川町、山形県、警察、消防、砂防ボランティ
アなど関係機関の方々１２人が合同で西川町２箇
所の地区を点検し、土砂災害の危険性がないか、
避難時の注意点などをそれぞれ確認しました。

・トノ沢砂防堰堤

・土石流危険渓流

・入間砂防堰堤

・地すべり対策工事箇所

・根子川第二
砂防堰堤

・後沢導流工
・大井沢第二

砂防堰堤

うしろさわ

ね こ が わ


